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序     文 

日本国政府は、タンザニア国政府の要請に基づき、ムワンザ・マラ両州において水

供給計画調査を行うことを決定し、国際協力機構がこの調査を実施することと致しま

した。 
当機構は、本格調査に先立ち、本件調査を円滑かつ効果的に進めるため、2004 年

11 月 8 日より 12 月 22 日までの 45 日間にわたり、国際協力専門員山本敬子を団長と

する事前調査団を現地に派遣しました。 
調査団は要請内容を確認するとともに、タンザニア国政府の意見を聴取し、資料収

集及び現地踏査の結果を踏まえ、本件調査に関する実施細則（Scope of Work; S/W）に

ついて署名しました。 
本報告書は、これら事前調査の結果を取りまとめるとともに、今後実施する本格調

査の計画・立案に資するためのものです。 
最後に、調査に多大なるご協力とご支援を賜った関係者各位に対し、心より感謝申

し上げます。 
 
平成 19 年 12 月 

 
独立行政法人 国際協力機構 

地球環境部 伊藤 隆文 





 
 

調査地域位置図





ビクトリア湖からの取水地点 

（Mwanza 州 New Magu Intake Pump Station） 
 

Mitindo ダム(1955 建設)の貯水池 
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略 語 表 

（略 語）  （英  語  ※：ドイツ語） (和   訳) 

BTC : Belgian Technical Cooperation ベルギー国際技術協力機関 

CIDA : Canadian International Development Agency カナダ国際開発事業団 

DDCA : Drilling & Dam Construction Agency 井戸・ダム建設公団 

EIA : Environmental Impact Assessment 環境影響評価 

GDP : Gross Domestic Product 国内総生産 

GTZ : Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit※ ドイツ国際技術協力機関 

IEE : Initial Environmental Examination 初期環境調査 

JICA : Japan International Cooperation Agency 独立行政法人 国際協力機構 

NEMC : National Environmental Management Council 国家環境管理局 

NWP : National Water Policy 国家水政策 

PRSP : Poverty Reduction Strategy Paper 貧困削減戦略 

RE : Registration Form 環境影響審査登録票 

RWSD : Rural Water Supply Division 地方給水局 

RWSSP : Rural Water Supply and Sanitation Program 世銀村落給水衛生プログラム

SR : Scoping Report 環境影響スコーピング報告書

SWAP : Sector Wide Approach to Planning 分野別の計画への取り組み 

TOR : Terms of Reference 要請書 

S/W : Scope of Work 実施細則 

M/M : Minutes of Meetings 協議議事録 

MOL : Ministry of Land 国土省 

MOWLD : Ministry of Water and Livestock Development 水・畜産開発省 

UNICEF : United Nations International Children’s Fund 国連児童基金 
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第 1 章 事前調査の概要 

１－１ 要請の背景 

タンザニア国(人口 3,520 万人('02)、面積 94.5 万 km2)は、1 人当たりの GNP が 270 ドル('01)と世界

の最貧国の 1 つである。安全な水の給水率は地方部では 50%を下回り、1 日 1 人あたりの給水量は

5-20Liter と低い水準に留まっている。タンザニア国政府は、1971 年に地方給水計画（RWSP）を開

始したが、十分な成果を上げることができなかった。2002 年には「国家水政策」を打ち出し、給水

率向上を喫緊の課題としている。 

本プロジェクト対象地域であるムワンザ・マラの両州はビクトリア湖に面して良好な漁業基地を

有し、経済的には比較的恵まれた環境にある。特にムワンザ州は農業適地と降雨量に恵まれ、国内

総生産の貢献度において上位にランクされている（21 州中ムワンザは 5 位、マラは 12 位）。 

2 州における給水施設は 1960-70 年代に建設されており、施設の老朽化が進んでいる。これに伴い

1985-2001 年には CIDA による HESAWA プロジェクトが実施され、ビクトリア湖周辺の 15 県におい

て給水施設が建設された。しかし、なお著しい人口増加による需要増に対応できず、給水率はムワ

ンザ州 53%、マラ州 40%にとどまっている。 
一方 2 州都市部では湖水を、村落部でも雨期には湖、ダムおよび溜池等の地表水を利用している

が、浄水処理を施すことなくそのまま配水されており、衛生上の問題が大きい。また、農業灌漑用

水や工業用水によるビクトリア湖の水面低下が水量不足を引き起こしているだけでなく、環境への

影響も問題視されている。 

このような背景から、2003 年 8 月にタンザニア国政府は我が国に対し、マスタープランの見直し

およびその中で選定される優先プロジェクトについてのフィージビリティスタディの実施を要請し

た。これを受けて JICA は 2004 年 11 月に事前調査団を派遣することとした。 

１－２ 事前調査の目的 

事前調査の目的は、本格調査の要請背景を確認し、調査範囲、内容、便宜供与等についてタンザ

ニア国政府と協議し、S/W の署名・交換を行うこと、また、必要な情報収集、他ドナーの動向確認、

ローカル業者の能力確認、予算検討に必要な単価調査を実施することである。 

１－３ 調査団の構成 

名前 担当 滞在期間 所属 

山本 敬子 総括 2004/11/15－12/1 JICA 国際協力専門員 
青木 英剛 調査企画/事前評価 2004/11/15－12/1 JICA 地球環境部第三グループ（水資

源・防災）水資源・防災第二チーム

水上 博雅 村落給水計画/社会配慮 2004/11/7－12/21 （株）東京設計事務所 
薮田 卓哉 地下水開発 2004/11/7－12/21 （株）地球システム科学 
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１－４ 調査期間および日程 

 

日順 月日 官団員 役務団員(水上) 役務団員(薮田)
1 11月8日

3 11月10日
4 11月11日
5 11月12日
6 11月13日
7 11月14日

Dar es Salaam到着

20 11月27日
21 11月28日

大使館報告
JICA報告

25 12月2日 東京着
26 12月3日 Maweni村、ID Basin Office 地質Database
27 12月4日 Singida給水、Mgori、Iguguno
28 12月5日 Nasari氏と打合せ、団内打合せ Singidaへ移動、団内打合せ
29 12月6日
30 12月7日
31 12月8日
32 12月9日
33 12月10日
34 12月11日
35 12月12日
36 12月13日 Mwanza RWE, DSMへ移動 Singidaへ移動
37 12月14日 資料整理 Dodomaにて資料収集
38 12月15日 DWRAE, DRWS, WaterAid DodomaからDSMへ移動、打合せ
39 12月16日 GTZ, FIDA
40 12月17日 JICA事務所、資料整理
41 12月18日 資料整理
42 12月19日 資料整理
43 12月20日
44 12月21日
45 12月22日

Amsterdam経由東京へ

東京着

DRWS, DWRAEとWrapup meeting、DSM発

調査日程

盗難事故、Mwanza RPC、Musoma着

Mara RWE, RPC, Musoma DWE, Tarime DWE
Mugumu DWE、ダムサイト
Bunda DWE Office, Mwanza着

DWRAE, WaterAID

Igunga, Nzega, Shinyanga着
Shinyanga RWE, DWE, Mwigumbi,Nyasamba,Mwamikshoni村給水
Mwanza RWE, Mhonze, Umoja, Usagara給水

12月1日24

2 11月9日

Dodomaで団内打合せ
Dar es Salaam発

コースト州及び首都圏周辺地域本格調査試験井戸掘削地視
団内打ち合わせ
オランダ大使館RWSSP事務所表敬、協議
S/W、M/M署名

JICA事務所打ち合わせ
MoWLDと協議
保健省歯科局表敬
MoWLDと協議

Mwanza発
Dar es Salaam着
JICA事務所打ち合わせ
MoWLDと協議

Mwanza RWE Office、Water Lab.視察
Magu DWE Office、サイト視察
Kwimba DWE Office、サイト視察、黒綿土
Misungwi DWE Office、サイト視察

Ngurdoto Defluoridation Research Station視察、協議
Mwanza着
Regional Administrative Secretary Office表敬
Mwanza及びMara　RWE,DWEと協議

Singida給水サイト視察
Hanang District Water Engineer Office訪問
無償中央高原地域水供給計画サイト視察(ソフコン対象家庭)
Arusha着

Dodoma Urban Water Supply and Sewerage Authorityと協議
Dodoma都市給水水源視察
無償中央高原地域水供給計画サイト視察(Manyoni)
Internal Drainage Basin Water Officeと協議

DWRAEと協議
Water Aidと協議
コースト州及び首都圏周辺地域本格調査団員と打ち合わせ
Dodoma DWRAEと協議

DWRAEと協議
MoF表敬
DRWSと協議

ITECO Consult
団内打ち合わせ、資料整理
資料整理

JICA打ち合わせ
大使館表敬訪問
MoWLD(DRWS, DWRAE)表敬、協議

東京発
Dar es Salaam到着

団内打ち合わせ

JICA事務所にて打合せ
DWRAE,　DRWS
RWＳＳＰ

CIDA, KfW, GTZ

8 11月15日

9 11月16日

10 11月17日

11 11月18日

12 11月19日

13 11月20日

14 11月21日

15 11月22日

16 11月23日

17 11月24日

18 11月25日

19 11月26日

Tanzania Met. Agency

Tanzania Met. Agency

22 11月29日

23 11月30日
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１－５ 調査･協議結果概要 

事前調査団は、本調査に係る先方実施機関である水・畜産開発省（MoWLD）や州・県の給水当局

と協議を実施し、要請背景、実施体制を確認すると共に、本格調査の内容を議論した。また対象地

域で活動している世銀、カナダ、ドイツ等の国際協力機関を訪問し、援助動向の確認および協調の

可能性について協議した。さらに、調査対象地域の現地踏査を行い、水供給の現状と課題を把握し

た。 

協議の結果、調査内容についてタンザニア国関係者の基本的な理解を得ることができ、11 月 29

日に山本団長と MoWLD の Murisho 次官との間で、S/W の署名・交換を行った。 

主要協議内容は以下のとおりである。 

(１) 調査名 

“The Study on Rural Water Supply in Mwanza and Mara Regions in the United Republic of 

Tanzania” とする。 

(２) 調査目的 

調査の目的は以下の 3 項目とする。 

① ムワンザ州およびマラ州から選定された村落の水供給計画の策定 

② 水供給計画の中で選定される目標年次を2015年とする優先プロジェクトに係る概略設計

の実施 

③ 水・畜産開発省および関係諸機関の職員に対する水供給事業の計画能力向上に係る技術

移転の実施 

(３) 調査対象地域 

調査対象地域は、ムワンザ州の 8 地域とマラ州の 4 地域である。 

(４) 調査内容 

調査内容は、下記の内容とする。 

(ア) 水供給計画の策定 

① 既存資料の収集 

② 既存水供給システムの現状確認 

③ 水需要予測 

④ 地下水開発ポテンシャル調査 

⑤ 水供給計画の策定 

⑥ 優先プロジェクトの選定 

(イ) 優先プロジェクトに係る概略設計 

① 補足データの収集 

② 補足調査の実施 
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③ 概略設計 

④ 設計画の策定 

⑤ 運転・維持管理計画の策定 

⑥ コミュニティの啓蒙計画の策定 

⑦ 事業費積算 

⑧ 環境影響評価（EIA）ための技術支援 

⑨ 事業評価 

⑩ 事業実施計画の策定 

(５) 調査機関 

調査期間は 18 ヶ月程度とする。 
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第 2 章 本格調査への提言 

２－１ 調査の基本方針 

本調査対象地域においては複数のドナーが給水分野の支援を行っており、また種種の給水システ

ムが存在するものの、維持管理不足、人口増加等の理由により給水率は低い状況にある。そのため、

本調査の上位目標は、対象村落地域住民の安全な水へのアクセス性を向上することである。本調査

の目的は、水供給計画の策定および概略設計の実施を通じて、持続的な維持管理が可能で、将来の

水需要を考慮した水供給事業を立案することである。 

本調査は全工程を「フェーズ 1：調査対象地域の水供給計画の策定」および「フェーズ 2：優先

プロジェクトについての施設概略設計の実施」の 2 つのフェーズに分けて実施する。フェーズ 1 で

は、既存給水施設の把握、水需要量予測、水資源量調査に基づいた実現性が高く実効性のある水供

給計画を策定することに重点を置く。フェーズ 2 では、持続的に維持管理・運営が可能な制度を立

案し、施設を設計することを重視する。 

２－２ 調査対象範囲・地域 

対象地域は、タンザニア国最北部に位置するビクトリア湖沿岸三州のうち南岸に沿ったムワンザ

州、および南東岸とケニア国境に接するマラ州(Lo 01.0 - 03.245°S, Lo. 031.74 - 035.3°E、湖水面 22,842 

km2、自然保護区 14,750 km2を除く面積 35,500 km2、人口 431 万人)に属する村落である。 

本件調査は、2004 年 11 月 29 日に合意された Ｓ/W および同協議に関する議事録に基づき実施す

るものであり、「２－３ 調査項目および内容」に述べる内容の調査を実施し、調査の進捗に応じ報

告書を作成して、先方政府へ説明・協議を行うものとする。 

２－３ 調査項目および内容 

本件調査は、フェーズ 1 とフェーズ 2 の二段階に分けて調査を実施することとする。フェーズ 1

では、基礎調査および水供給計画の策定を実施する。フェーズ 2 では計画の中で選定した優先プロ

ジェクトについて、概略設計を実施する。 
調査の項目と具体的な内容は、次のとおりである。 

<フェーズ 1：給水計画の策定> 

【国内準備作業】 

1．既存資料の分析 

事前調査団の収集した資料を含む既存資料およびその後回収された質問書回答等を分析し、

第一次現地調査での作業内容、重点項目を把握する。また、計画策定および概略設計において

必要となるデータ類を整理し、現地で追加収集する必要があるものを抽出する。 
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2．調査の基本方針・内容・方針の検討 

計画策定および詳細設計に必要なデータ類やその精度を整理し、調査基本方針を検討すると

ともに、調査実施の基本方針、方法、項目と内容、工程等の検討を行う。 

インセプション・レポート（IC/R）の作成 

上記検討結果を取りまとめたインセプション･レポートを作成する。レポートの内容は下記

事項を含むものとする。 

① 調査の背景、目的 

② 調査の実施方針 

③ 調査内容と実施方法（作業項目、手法、結果および全体概念図） 

④ 作業計画 
⑤ 調査団構成、各団員の役割および作業期間 

⑥ C/P の構成および役割 

⑦ 便宜供与依頼事項 

⑧ 報告書（提出時期、部数等） 

⑨ 技術移転計画 

⑩ 付属資料 

【第一次現地調査】 

第一次現地調査の当初にインセプション･レポートをタンザニア国政府関係者に提出して内容

を説明し、合意を得る。 

1．既存資料収集と分析 

1-a 社会経済状況 

社会経済状況は、地域社会経済、および農村(村落)社会経済の両面から検討するものとし、

ムワンザ、マラ両州 Regional Commissioner 事務所、統計局、農業局、畜産局、漁業局(Ministry 

of Natural Resources and Tourism の出先)および各県 District Commissioner 事務所等の既存デー

タを収集･解析する。なお、関連各省のダルエスサラームおよびドドマ本庁も資料収集の対象

となる。 

1-b 自然状況 

1-b-1 気象･水文・地形･地質調査 

既存自然状況資料として、主として気象、水文、地形、地質等に関する資料を収集・整理

し、内容を分析する。 

1-b-2 村落の自然調査 

農耕、畜産、漁業等との関係における村落の自然に注目して資料収集･分析を行う。内水面

漁業の行われている地区、農耕･畜産との関係における植生分布等の既存資料を収集する。 

 



－ 7 － 

1-c 社会経済開発計画およびその他の開発政策と計画 

National Water Policy および National Rural Water Supply and Sanitation Program（RWSSP：世

銀支援）等の政策ペーパーを解析する。タンザニア国では水供給セクターに多くのドナーが

参加して開発計画に実際上の影響を与えていると見られるので、世銀、CIDA、UNICEF、Water 

Aid 等主要ドナーの計画に注目する。 

1-d 水資源開発・水供給・衛生に関する既存法の枠組み 

1-e 給水施設の運営維持、経営にかかる既存制度の枠組み 

Water Decade 以来国が実施してきた給水施設、各国ドナー、NGO 等によって異なるのでそ

れぞれの方針と実際に関する資料を収集する。また RWSSP は重要な提案を行っているので、

これを充分解析する。 

1-f 水供給に関する既存データベース 

1-f-1 村落給水局データベース(GTZ 支援)について評価する。 

1-f-2 井戸台帳(MoWLD、DDCA、州政府等) 

水供給に関する既存資料として、地下水および表流水利用の給水施設資料を収集する。既

存井戸資料としては、MoWLD、州政府、DDCA 等が保有する井戸台帳を収集・整理する。資

料収集に際しては、井戸サイトにおける物理探査結果、水質試験結果もあわせて収集し、解

析・検討に供する。 

2．既設の水供給システムにかかる現地調査 

2-a 取水、浄水、揚水および配水 

上記 1-f 項の情報をふまえ、必要に応じ、既存給水システムの実態について補足・確認調査

を行う。管路給水施設については、稼働しているものと稼働していないものに分け、財務的・

社会経済的・技術的な視点から、現状と経過を分析し、施設改善について見解をまとめる。 

2-a-1 既存井戸インベントリー調査 

収集・整理した既存井戸資料の詳細を確認するために、既存井戸インベントリー調査を実

施する。調査項目は、位置（緯度・経度）、井戸仕様（孔径、深度等）、静水位、動水位、揚

水量、利用状況、水質（pH、電気伝導度）等とする。 

既存深井戸の調査数量は 500 本を目処とする。また、掘削後、使用されていない井戸も調

査対象とし、その不使用・遺棄の要因について水理地質的観点より分析し、サイト選定検討

の材料とする。本調査は現地再委託とする。 

2-b 水質調査 

現在生活用水として使用されている、河川水、ため池の水、地下水について水質検査を行

い、調査対象地域の水質の状況を把握する。水質検査対象の給水施設や箇所は、既存給水シ

ステムの現況調査に基づき選定する。 

水質検査項目は、 Standards of Quality of Domestic Water in Tanzania に示されている項目、
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WHO 飲料水水質ガイドライン（第 3 版ドラフト）で勧告されている項目の中から必要と判断

される項目および水理地質解析に必要な項目を加えた以下の項目とする（表 2－1 参照）。 

・ 箇所数：65 箇所程度 

¾ 地下水：地下水の地域特性を代表すると考えられる生産井（30 箇所程度） 

¾ 既設浄水場の取水口と送水ポンプ（15 箇所程度） 

¾ ビクトリア湖（10 箇所程度） 

¾ 河川水：取水可能性のある地点（5 箇所程度） 

¾ ため池の水：地域特性を代表すると考えられるため池（5 箇所程度） 

各々の採水箇所は、先方実施機関と協議のうえ、現場状況を考慮して選定する。 

・ 採水回数： 

地下水は 1 回、既設浄水場、ビクトリア湖、河川水、ため池の水は雨季・乾季各 1 回を目

途とし、調査試料総数は 100 程度とする。 

・ 検査項目：計 46 項目 

1)大腸菌群(Coliform)、2) 大腸菌（E・Coliform 耐熱性大腸菌）、3) 鉛(Pb)、4) ヒ素(As)、5) セ

レン(Se)、6) 6 価クロム(Cr)、7) シアン(0N)、8) カドミウム(Cd)、9) バリウム(Ba)、10) 水銀

(Hg)、11) フッ素(F)、12) 硝酸塩(NO3)、13) 色度、14) 濁度、15) 味、16) 臭気、17) pH、18) 

全蒸発残留物(Total Filterable Residue)、19) 全溶解性物質(TDS)、20) 総硬度(CaCO3)、21) カ

ルシウム(Ca)、22) マグネシウム（Mg）、23) 硫酸塩(Magnesium＋Sodium SO4)、24) 硫酸イオ

ン(SO4)、25) 塩素イオン(Cl)、26) 鉄(Fe)、27)マンガン(Mn)、28) 銅(Cu)、29) 亜鉛(Zn)、30) BOD、

31) 過マンガン酸カリ消費量(Oxygen abs KMnO4)、32) アンモニア（NH3＋NH4）、33) 総窒素

(硝酸塩除く)、34) 界面活性剤(Alkyl Benzyl Sulphonates)、35) 有機物(As Carbon in Chloroform)、

36) フェノール(As Phenol)、37) ホウ素(Bo)、38) ニッケル(Ni)、39) アンチモン(Sb)、40) モ

リブデン(Mo)、41) 亜硝酸塩(Nitrite)、42) 残留塩素(既設浄水場送水ポンプのみ)、43) 硫化水

素(Ｈ2S)、44) ナトリウム(Na)、45) 水温、46) 電気伝導度 
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表 2－1 水質検査項目 

 

備考

日本語名 英語名 ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ値
(mg/l)

味、臭い、色
等の苦情が出

るレベル
(mg/l)

許容値
(mg/l)

上限
(mg/l)

分析可能項目 単価(Tsh)

1. 微生物

大腸菌もしくは糞便性大腸菌
（耐熱性大腸菌）

Escherichia coli or
thermotolerant
coliform bacteria

100ml 中に検出
されてはならない - ○ 6,000

2. 天然物質
砒素 Arsenic 0.01 - 0.05 0.05 ○ 8,000
バリウム Barium 0.7 - 1 1 ○ 8,000
ホウ素 Boron 0.5 - ○ 8,000
塩素イオン Chloride - 250 250 800 ○ 5,000
クロム Chromium 0.05 - 0.05 0.05 ○ 8,000
フッ素 Fluoride 1.5 - 1.5 8 ○ 5,000
硬度 Hardness - - 500 600 ○ 5,000
硫化水素 Hydrogen sulfide - 0.05 ○ 5,000
マンガン Manganese 0.4 0.1 0.1 0.5 ○ 5,000
モリブデン Molybdenum 0.07 -
pH pH - - 6.5 - 8.5 6.5 - 9 .2 ○ 1,500
セレン Selenium 0.01 - 0.01 0.05 ○ 8,000
ナトリウム Sodium - 200 ○ 8,000
硫酸イオン Sulfate - 250 400 600 ○ 5,000

全蒸発残留物
Total dissolved
solids

- 1000 1500 2000 ○ 6,000

ウラン Uranium 0.009 -
銀 Silver - - n.m. n.m.
アルミニウム Aluminum - 0.2 ○ 8,000
鉄 Iron - 0.3 0.3 1 ○ 5,000
亜鉛 Zinc - 3 5 15 ○ 8,000
アンチモン Antimony 0.018 - ○
銅 Copper 2 1 1.5 3 ○ 8,000
鉛 Lead 0.01 - 0.05 0.1 ○ 8,000
ニッケル Nickel 0.02 - ○ 8,000

3. 浄水薬品または消毒副生成物
塩素 Chlorine 5 0.6 - 1 ○ 2,000
フェノール類 Phenols - - ○ 5,000
クロロフェノール類 Chlorophenols 0.2 0.002 - 0.3
ブロモフォルム Bromoform 0.1 -

ブロモジクロロメタン
Bromodichlorome
thane

0.06 -

ジブロモクロロメタン Dibromochlorome
thane

0.1 -

クロロホルム Chloroform 0.2 -
トリハロメタン Trihalomethanes - -

モノクロロ酢酸
Monochloro
acetic ac id

0.02 -

ジクロロ酢酸
Dichloro acetic
acid

0.04 -

トリクロロ酢酸
Trichloroacetic
acid

0.2 -

4. 工業や生活に用いられる人為汚染物質
カドミウム Cadmium 0.003 - 0.01 0.05 ○ 8,000
シアン Cyanide 0.07 - 0.1 0.2 ○ 8,000
水銀 Mercury 0.001 - n.m. n.m. ○

5. 農薬
アンモニア Ammonia - 1.5 0.5 2 ○ 8,000

硝酸塩 Nitrate 50 - 30 100 ○ 5,000

亜硝酸塩（長期/短期) Nitrite 3/0.2 - ○ 5,000
6. その他

味 Taste - - n.o. n.o.
色度 Colour - 15 TCU a

) 15 TCU 50 TCU ○ 1,500

臭い Odour - - n.o. n.o.
濁度 Turbidity - 5 NTU b

) 15 NTU 30 NTU ○ 1,500
マグネシウム Magnesium - - 150 100 ○ 5,000
カルシウム Calcium - - 200 300 ○ 5,000

合成洗剤
Synthetic
detergents

- -

カリウム Potassium - - ○ 8,000

遊離炭酸 (CO2)
Free carbon
dioxide

- -

水温 Temperature - -
電気伝導度 Conductivity - - ○ 1,500

a)　TCU:　true colour unit　(色度単位) n.o. : not ob jectionable

b)　NTU:　nephelometric turbidity unit　(濁度単位) n.m. : not mentioned

表　　　　　　水質基準（WHO,タンザニア）および分析可能項目、単価一覧表

WHO飲料水水質ガイドライン
（第3版ドラフト）

タンザニ基準値 タンザニでの分析可能項目と
単価(Tsh)

水質項目
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2-c 運営維持状況および 2-d 水供給施設の料金徴収と経営に関する補足調査 

管路給水施設とその他の給水施設に分けて運営維持状況を確認する。管路施設の場合は運

営主体とその構成、給水人口とその構成、料金徴収、財務、経営について個々に検討するも

のとする。ハンドポンプ施設等その他の給水施設については、既存井戸インベントリー調査

（再委託）の一部として調査項目を定めて行う。いずれの場合も、稼動しているものと稼動

していないものとの区別が重要と思われる。稼動年数の長いものと短いものを分けた原因と

理由について、十分理解できる調査結果を得る。 

2-e 社会調査  

調査地域の村落の社会・経済状況を代表する村落について、現地再委託または傭人雇用に

よって、社会調査を行う。村民特に水確保に任に当たる主婦を対象として、家族構成、家計

収入、戸別に確保している用水の量と質(安全な水とそうでない水)、これを確保するために要

する時間と労力、必要なまたは望ましい用水量、支払い意思額、希望する給水施設のタイプ

等につき、戸別のインタビュー調査を行う。サンプル数は 50 村落 200 人程度を目途とする。 

上記社会調査に先行または並行して、村落社会経済調査を行う。この調査は対象地域の自

然および農耕･畜産･漁業・物産パターンに注目して、村落経済特に家計収支の貧困の程度を

追求するものとする。上記インタビュー調査の客観性を担保すると同時に、対象地域内村落

における給水施設設置の真の必要性ないし緊急性を概定する目的で行う。 

3．水需要予測 

経済社会データ、関連開発計画等に基づき、調査対象地域における 2015 年の目標年次まで

の水需要予測を行う。表流水が充分に得られない地区においては、農業・畜産の水需要につい

ても慎重に検討する。 

4．地下水開発ポテンシャル調査 

4-a 地形・地質調査  

4-a-1 空中写真判読 

縮尺 1:50,000 の空中写真により、調査対象地域における地形・地質状況全般を判読することを目

的として、空中写真判読を行う。このうち、岩盤の裂罅水が主要な取水対象となる地域では、特にリ

ニアメントの分布状況（位置・方向）を把握し、サイト選定検討の材料とするものとする。 

4-a-2 現場地質踏査 

調査対象地域において現地地質踏査を実施し、地形・地質および水文特性を把握する。 

4-b 物理探査、試験井掘削、井戸検層、揚水試験、地下水位観測 

4-b-1 物理探査 

対象地域に適した物理探査計画を立案し、比抵抗垂直探査ならびに比抵抗断面 2 次元探査

の物理探査を実施する。 

比抵抗垂直探査は、現地において通常実施されている探査手法であるため、現地再委託に
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より実施する。試験実施箇所数は 50 箇所を目途とし、電極配置はシュランベルジャー法また

はウェンナー法、探査深度は 150m とする。 

比抵抗断面 2 次元探査については、現地業者は探査用機材を保有していないため、日本よ

り持ち込み、調査団員（水理地質Ⅱ）が現地エンジニア、ワーカーを雇用して実施する。測

線延長は 300m 程度、探査深度は 150m 程度を計画する。 

4-b-2 試験井戸掘削 

対象地域における地質・地下水状況（帯水層・基盤岩の分布状況、帯水層の能力等）を把

握するために現地再委託により試験井戸を掘削する。掘削仕様は以下のとおり。掘削終了後

は、後日生産井として使用できるように、地表部をキャップ、セメントで保護する。 

掘削本数：10 井 

掘削深度：100m 程度（帯水層・基盤岩分布状況の確認） 
ケーシング孔径：5 インチ 

試験・検層：揚水試験（揚水 48 時間、回復 24 時間）、物理検層（比抵抗、SP） 

水質検査：上述の既存水供給システム調査の項目に準ずる 

4-c 表流水調査 

MoWLD による流量観測を確認するために現地再委託により、河川流量測定を実施する。

実施地点は 10 箇所程度、観測回数は 2 回（乾季 1 回、雨季 1 回）とする。観測方法は、プラ

イス流速計等を用いた流速の測定と河川断面の計測により、流量を求める方法を原則とする。 

4-d 水質分析 

上述の「既存の水供給システムに関する現地調査」および「試験井戸掘削」における水質

分析結果をとりまとめ、解析する。その結果により、水理地質図の作成および地下水涵養機

構解析・水収支解析の上で、必要があれば追加の水質分析地点を選定し、分析を実施するも

のとする。 

4-e 気象･水文データ解析 

収集した気象・水文データならびに河川流量測定結果をもとに、水文・気象解析を実施す

る。解析は降雨特性解析、流出解析、基底流量推定、地下水涵養量の推定等について実施し、

水収支解析のための基礎データとして利用する。 

4-f 水理地質図の作成 

既存地質図ならびに調査結果をもとに水理地質図（縮尺 1:200,000）を作成する。図上には、

単に地質的な記載のみならず、地下水開発の可能性、予想される静水位、予想される水質等、

地下水開発のために必要な項目を記載すること。 

4-f-1 GIS データベースの作成 

上記で作成された水理地質図をベースマップとし、収集整理した井戸データを GIS データ

ベースとして整理する。GIS ソフトとしては ArcView 等の汎用性のあるソフトを使用し、調

査終了後、現地エンジニアによる追加、修正が可能なものとなるように配慮する。 
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4-g 地下水涵養機構解析・水収支解析 

ここまでに実施された調査結果をもとに、地下水涵養機構の解析、水収支解析を実施し、

地域ごとの利用可能な地下水量を算定する。解析に際しては、その後の地下水開発、井戸掘

削を念頭においたうえで、実用的なものとなるよう配慮する。 

4-h 地下水ポテンシャルの評価 

ここまでの水理地質調査・解析結果をもとに、対象地域における水資源量ポテンシャル評

価を行う。 

評価の結果は、1) 地域全体の地下水および表流水のポテンシャル、2) 深井戸による地下水

開発可能地域とそのポテンシャル、3) 浅井戸による地下水開発可能地域とそのポテンシャル、

4) ビクトリア湖を含む表流水開発可能地域とそのポテンシャル等として整理し、水供給計画

策定の基礎資料として使用する。 

プログレス・レポート（P/R）作成、提出、協議 

これまでの現地調査結果と、水供給計画のアウトラインを示したプログレス・レポートを作

成し、先方実施機関およびステアリング・コミッティに対して提出し、同レポート内容につい

て協議し合意を得る。 

5．水供給計画の策定 

5-a 水資源開発計画 

これまでの調査結果に基づき、水資源開発計画について検討する。 

水資源開発は、ビクトリア湖を含む表流水および地下水を対象とするものとし、上述「4-h」

でまとめた水資源量ポテンシャル評価および水質分析結果を検討の基礎資料とするものとす

る。 

5-b 水供給システムの概念設計 

既存の水供給システムの無い村落について、村落社会経済調査結果、水需要予測結果、水

源調査結果等に基づき、住民の意思やコミュニティの社会経済状況等を考慮し、類型別に水

源の種類、水源開発方法、水供給方法を定め、それぞれについて標準の水源開発・水供給施

設の概念設計を行う。 

2-e 項、社会調査から得られた希望する給水施設のタイプと貧困の程度から判断して、簡易

な給水施設が適当とされた村落に対しては、「枠･蓋付き手掘り井戸＋ロープ･釣瓶揚水 (ほと

んどの日本の農村で電動揚水ポンプが普及するまで一般的だった)」も検討する。その他、管

路給水施設およびハンドポンプによって浅層地下水または深層地下水をくみ上げる施設等も

対象として概念設計を行う。 

5-c 運営維持･経営計画および 5-d 制度的枠組みの改善計画 

運営維持･経営計画は、管路給水施設、ハンドポンプ給水施設および簡易な給水施設のそれ

ぞれにふさわしい計画を立案する。ユーザー一戸あたりの運営維持コストに注意する。 
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5-e コミュニティ強化計画 

水供給施設の持続的な運営・維持管理や衛生改善等に関する、コミュニティの強化活動計

画を、村落社会経済調査結果に基づき、住民の意識レベルやコミュニティの社会経済状況等

を考慮し、類型別に策定する。 

5-f 概算事業費積算 

5-a 項および 5-b 項で類型別に概略設計を行った水資源開発・給水施設について、概算事業

費を積算する。 

5-g 初期環境評価にかかる技術支援 

JICA 環境社会配慮ガイドラインによるスクリーニングを実施した結果、本計画はカテゴリ

ーC に分類される。しかしながら、事前調査の結果、本計画はタンザニア国の EIA 制度上で

EIA 実施が必要とされる水供給プロジェクトの、”Abstraction or Utilization of Ground/Surface 

Water for Bulk Supply”に相当するため、名目のカテゴリー分類を B と定める。 

タンザニア国の EIA 実施ガイドラインで規定されている初期環境評価（IEE）に基づき、必

要に応じて先方実施機関によって実施される IEE について、実施手続きの係る支援を行う。 

5-h 事業評価 (経済、財務、制度、社会および環境にかかる) 

5-a 項および 5-b 項で類型別に概略設計を行った水資源開発・給水施設について、それぞれ

の候補村落、サイトに設置するものとして、事業評価を行う。 

6．優先プロジェクトの選定 

既存給水施設の無い、あるいは既存施設が機能していない村落またはサイトの中から、村民

の給水施設に対する要求の緊急性(真の必要性)、村民の水問題に対する意識の高さ、施設の運

営・維持管理能力とそれに対する意思の高さ、無償資金協力で実施される事業として妥当か等

の選定基準を設定し、計画対象村落ないしサイトを選定し、それぞれにふさわしい類型の施設

を計画する。 

インテリム・レポート（IT/R）の作成、提出・説明とセミナーの開催 

第 1 次現地調査の結果をとりまとめ、インテリム・レポートを作成する。インテリム・レポ

ートでは、策定された水供給計画や選定された優先村落につき、特に詳しく記述する。インテ

リム・レポートを先方実施機関およびステアリング・コミッティに対して提出し、説明･協議

を行い、合意を得る。インテリム・レポートに記載された水供給計画および優先村落や地域の

選定結果については、カウンターパート機関だけではなくタンザニア国側の関係機関、他ドナ

ー、NGO、大学等の研究機関等を含めたセミナーを別途開催し、ここで水供給計画について説

明を行い、各関係機関の理解を得るものとする｡ 
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<フェーズ 2：優先プロジェクトの概略設計> 

【第 2 次現地調査】 

1．補足データ収集 

優先プロジェクトの概略設計に必要なデータを補足的に収集する。 

2．補足現地調査 

優先プロジェクトの概略設計に必要な、現地までのアクセス状況、施設建設用地の状況、コ

ミュニティの社会状況等について現地で補足調査を行う。 

優先プロジェクトのサイトにおいて、井戸の深度等の仕様決定等のため物理探査の実施が必

要と判断された場合は、補足的にこれを実施する。 

3．施設仕様の策定 

フェーズ 1 で実施された解析・検討結果およびフェーズ 2 の補足調査結果により、優先プロ

ジェクトサイトにおける表流水・地下水開発可能量を解析し、水供給施設の仕様を決定する。 

優先プロジェクトについて、第 1 次現地調査で行った類型別の概略設計と第 2 次現地調査で

行った補足調査結果に基づき、給水施設の概略設計を行う。設計は基本設計レベルとする。こ

の場合､優先プロジェクトについて、コミュニティの水源状況､給水状況、社会経済状況に即し

て、個別に設計を行うことを原則とするが、施設の内容や仕様が類似している優先プロジェク

トについては（例えば、ほぼ同じ深度のハンドポンプ付き深井戸による給水施設等）、共通の

標準施設の設計を行い、これを適用する。 

4．建設計画の策定 

上記 3 項で概略設計を行った水資源開発・給水施設について、施工期間や手順等を検討し、

実施目標年次（2010 年）までに施工を完了する、段階的施工計画を策定する。 

5．運営維持および経営計画の策定 

優先プロジェクトについて、第 1 次現地調査で策定した類型別の維持管理・運営計画と第 2

次現地調査で行った補足調査結果に基づき、コミュニティの社会・経済状況に即したより具体

的な、優先プロジェクトごとの、給水施設の運営維持および経営計画を策定する。ただし、水

資源開発・給水施設やコミュニティの規模、社会・経済条件、住民の意識等が類似し、共通の

維持管理・運営計画が適用できると判断される複数の優先プロジェクトについては、共通の維

持管理・運営計画を策定し、これを適用する。 

6．コミュニティ強化計画 

優先プロジェクトについて、第 1 次現地調査で策定した類型別のコミュニティ強化計画と第

2 次現地調査で行った補足調査結果に基づき、コミュニティの社会・経済状況に即したより具

体的な､優先プロジェクトごとの、コミュニティの強化計画を策定する。ただし、水資源開発・
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給水施設やコミュニティの規模、社会・経済条件、住民の意識等が類似し、共通の強化計画が

適用できると判断される複数の優先プロジェクトについては、共通の強化計画を策定し、これ

を適用する。 

7．概算事業費の積算 

3 項施設設計で設計した水資源開発・給水施設について、第 1 次現地調査で算出した類型別

の水資源開発・給水施設の概略の工事費用と、補足調査結果に基づき、概算事業費の積算を行

う。 

8．環境影響評価にかかる技術援助 

優先プロジェクト実施に係る環境社会配慮調査を実施する。第 1 次現地調査で実施された

IEE で、水供給プロジェクトの実施により重大な環境影響が発生すると予測され、環境影響評

価(EIA)が必要との判断が下された場合は、タンザニア国側がこれを実施する。調査団は EIA

の内容や実施計画書の作成等について、タンザニア国側に対し技術的支援・促進を行う。 EIA

は、タンザニア国の Tanzania Environmental Impact Assessment Procedure and Guidelines に準拠し

て行われる。EIA の結果は、概略設計に反映される。IEE あるいは EIA で、水供給プロジェク

ト実施に伴う自然環境や社会環境への影響が指摘され、それらに対する軽減措置実施の指示が

ある場合は、それにしたがって優先プロジェクトの計画変更を行う。 

9．事業評価 (経済、財務、制度、社会および環境にかかる) 

優先プロジェクトについて、経済、財務、制度、社会および環境、適正技術の観点から、事

業評価を行う。なお、積算はフィージビリティ･スタディ・レベルで可とする。 

10．事業実施計画(目標年次: 2015) 

優先プロジェクトについて、策定した施工計画に基づき、事業の緊急性、施設建設の難易度、

事業費の額、事業費の調達方法等を勘案し、支出計画を含む段階的な実施計画を策定する。優

先プロジェクトの建設完了年次は、短期目標である 2010 年とする。資金源の制約が想定され

る場合は、複数の代替案を作成することも考慮する。また、資金ソースの意向をヒヤリングす

る等、タンザニア国側の資金へのアクセスに対して、適切な助言と補助を行う。 

ドラフト・ファイナルレポート（DF/R）の作成、提出と説明・協議 

本調査の全ての成果を取りまとめ、ドラフト・ファイナルレポートを作成し、これを先方実

施機関およびステアリング・コミッティに対して提出し、説明、協議を行う。 

【国内作業】 

ファイナル・レポート（F/R）の作成、提出 

タンザニア国側から出される、ドラフト・ファイナルレポートに対するコメントを検討の上、

必要な修正・加筆を行い、ファイナル･レポートとして取りまとめる。 
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２－４ 調査工程と要員構成 

1．調査工程 

調査工程は、平成 17 年 3 月中旬から開始し、約 18 ヶ月後の終了を目途とする。全体の調査

工程は次のとおりである。 

2005 2006 2007 
1 年次 2 年次 3 年次 作業期間 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2

フェーズ 
 
 

  
       

 
  

 
         

 
 

現地調査                               
国内調査                               
報告書提出   ▲     ▲      ▲  ▲  ▲        

2．要員構成 

本調査には、下記の分野を担当する団員を参加させることを基本とする。 

1) 総括/村落給水計画 

2) 水理地質／地下水開発計画 1 

3) 水理地質／地下水開発計画 2 

4) 水文・気象解析 

5) GIS／データベース 

6) 物理探査 

7) 社会経済調査 

8) 施設設計／積算 

9) 運営維持管理計画 

10) 環境社会配慮 

必要に応じ、業務調整団員を配置することを認める。 

なお、上記調査団員を計画した際の、各団員の担当業務は以下のとおりであり、調査内容、

調査分野、能力を踏まえ、この他のベストミックスが考えられる場合は、プロポーザルで提案

することとする。 

1) 総括/村落給水計画 

農村における水供給計画および概略設計の策定における調査全体を統括する。表流水およ

び地下水を水源とした給水計画、施設建設、技術的・社会的な給水施設の運営維持管理につ

いて網羅的に把握する必要があり、給水方法、施設規模、給水施設のタイプの適正さについ

て評価する。 

また、水分野は他ドナー等による協力が行われているため、タンザニア国政府が主導する

協力の方向性、他のプロジェクトからの情報収集、協調も行う。 

フェーズ 1 フェーズ 2 

IC/R P/R IT/R DF/R F/R
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2) 水理地質／地下水開発計画 1 

副総括として総括を補助し、水供給計画および概略設計の策定に協力する。物理探査、試

掘調査をはじめとする水資源調査の結果を取りまとめ、評価する。水理地質／地下水開発計

画に加え、水質調査、水源評価の実務経験を有することが望ましい。 

水理地質に関わる調査計画を立案し、調査実施に際して指導を行う。また調査結果の解析・

検討を行い、調査地域における地下水および表流水の資源量開発ポテンシャルの評価を行う。 

3) 水理地質／地下水開発計画 2 

水理地質 1 の補助として、現地調査の実施、管理を担当する。また、空中写真の判読、井

戸・地質データベースの作成を担当する。試掘調査を実施するにあたり、地形および地質図

から地形区分、表層地質、地質区分等を整理する。試掘調査計画の策定、調査にかかる手続

きと試掘作業の監督、試掘調査結果の評価・解析を行う。 

4) 水文・気象解析 

対象地域における気象水文データを収集・整理し、内容について解析する。また、現地再

委託による河川流量測定の指導・管理を担当する。 

5) GIS／データベース 

水資源評価結果、社会経済評価結果、既存給水システム現況調査結果、法規制調査結果等

をもとにデータベースを構築する。また、これらの情報を GIS 上で図面として表し、水資源

にかかる行政担当者が今後データベースのデータ更新、給水システム管理、給水状況把握へ

の活用のためのシステムを開発する。 

6) 物理探査 

現地再委託として実施の比抵抗垂直探査の指導・管理および既存物理探査結果の解析を行

う。また、比抵抗 2 次元探査機材を持ち込み、ローカルエンジニアによる探査を実施する。

これらの結果をもとに、対象地域における物理探査適用性の解析、提言を行う。 

7) 社会経済調査 

村落社会経済調査を行う。この調査は村落の自然および農耕･畜産･漁業・物産パターンに

注目して、村落経済特に家計収支の貧困の程度を追求するものとし、対象地域内村落におけ

る給水施設設置の真の必要性ないし緊急性を概定する目的で行う。 

現地再委託または傭人雇用によって行う村落社会経済調査計画の策定、調査にかかる手続

き、調査方法の技術移転、調査の監督および調査結果の評価・解析を行う。概略設計対象サ

イトの選定基準を設定し、その評価方法等を提案する。 

8) 施設設計／積算 

9) 運営維持管理計画 

村落社会経済調査の結果を踏まえ、持続的な維持管理の可能性等の観点から概略設計対象

サイトの選定基準を設定する。概略設計の対象サイトとなった村落に対しては、水管理委員

会や住民組織等必要な運用体制の形成を実現するための働きかけ(Institution engineering)を行
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う。 

農村における水供給事業の運営・維持管理に加え、資金計画、事業実施計画、財務計画・

分析等の実務経験が重要である。 

10) 環境社会配慮 

タンザニア国により実施される水供給計画の IEE に対し、内容や実施計画書の作成等につ

いて、タンザニア国側に対し技術的支援を行う。またタンザニア国ガイドライン検討し、JICA

環境社会配慮ガイドラインに基づいて追加すべき点があればタンザニア国担当者に説明し、

これに基づき IEE 実施を支援する。また、その結果を水供給計画および概略設計に反映し、

計画策定および事業実施上の留意点を整理する。 

２－５ 調査用資機材 

1．既存井戸インベントリー調査 

調査地域における地下水開発ポテンシャルを評価する上では、既存井戸の情報を収集し、解

析することが重要となる。 

MoWLD 所有のボアホールカタログによれば、調査対象地域のムワンザ・マラ両州には、現

在不使用のものも含めると 650 本程度の既存深井戸が記載されている。このカタログには、井

戸の水位、揚水量、水質等の情報も記載されている。また、その他に、DDCA、州政府等も同

様の井戸台帳を保有している。しかし、これらの台帳には基本的に Village レベルまでの位置

情報しかなく、その他の水位、揚水量、水質についての情報の記載が無い井戸も含まれている。

したがって、これらの既存井戸台帳をもとに、現地にて既存井戸インベントリー調査を実施し、

より正確かつ詳細な情報を取得するものとする。 

調査項目は、井戸の位置（緯度・経度、GPS 使用）、深度、静水位、動水位、揚水量、水質

（pH, 電気伝導度）、利用状況等である。調査は現地コンサルタントによる再委託とする。 

なお、現場での現地コンサルタントの指導およびデータの確認用として、本格調査団は以下

の機材を用意するものとする。 

¾ 携帯型 GPS 受信機：1 台  

¾ pH 計：1 台 

¾ 電気伝導度計：1 台 （水温も同時に計測でき、温度校正機能のあるもの） 

¾ 孔内水位計：1 台 (深度 100m まで対応可能なもの) 

2．物理探査 

[垂直電気比抵抗探査] 

ローカルコンサルタントで実施可能であり、現地再委託とする。 

[比抵抗 2 次元探査] 

地質に水平方向の変化があると考えられる地域あるいは既存資料により地質の水平方向の

分布状況を把握することが困難と考えられる地域においては比抵抗2次元探査を実施するもの
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とする。ただし、ローカルコンサルタントは機材を保有していない。そのため、日本より機材

を持ち込み、日本人コンサルタントの指導の下で、探査を実施するものとする。 

3．試験井戸掘削 

地質状況、地下水胚胎状況、物理探査との整合性等を確認するために、調査対象地域におい

て 10 本の井戸を掘削する。井戸掘削に際しては、揚水試験（揚水 48 時間、回復 24 時間）、電

気検層、SP 検層、キャリパー検層を実施し、試験終了後は、後日生産井として使用できるよ

うに地表部を保護する。 

4．水質試験 

代表的な既存井戸、表流水取水地点および試験井戸から採取されたサンプルについて現地再

委託により水質試験を実施する。 

２－６ 試験実施上の留意点 

1．持続性 

実施地点の選定にあたっては受け入れ側の村落側の体制と熱意、給水施設の真の必要性が高

い地点から選定していくことが必要である。事業の持続性を確保するためには、National Policy

にあるように事前に需要者負担金を課すのも一案である。 

真の必要性については、必ずしも District Water Engineer や District Commissioner、あるいは

Village Executive Officer 等行政官が代弁出来るものではなく、村民から特に日常生活において

水確保の任にあたっている主婦･子女の声を聞き取り、その結果を反映させて判断すべきもの

と考える。真に必要性の高い(タイプの)施設を作れれば、あえて給水組合等の組織化にとらわ

れずに農民自身がこれを維持・管理していくことが望まれる。施設の形態、維持費用の額も含

めて、最も必要とされるものを作ることが持続性を高めることにつながると考える。 

2．安全 

マラ州は男性が農耕に従事しないという部族習俗があり、特にタリメ県は国境地帯で治安に

不安がある。夜間に車両盗難が頻発しているとの情報もあり、十分な警戒が必要である。 

3．実施済みおよび実施中の類似案件からの教訓の活用 

先行案件では、タンザニア国における行政単位、人口動態、社会経済、家計調査等にかかる

情報を収集している。さらに、これらの情報の保存方法(データベース化されているか等)につ

いてもすでに調査、検討されていることが多い。これらのデータの所在、信頼性、活用方法に

ついて確認して、有効に利用して調査を進めることが望ましい。 

本調査では村落給水パイロットプロジェクトは行わないが、これまで JICA がタンザニア国

で実施してきた以下の村落給水支援事業では、パイロットプロジェクトが行われているものが

ある。給水施設のタイプ、水管理委員会の組織運営、水基金や水価等の財政運用、民間委託、

衛生教育等について、過去の事業から得られる教訓を十分に活用し、給水計画の策定および優
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先プロジェクトの概略設計に反映させる。 

また、調査対象地域には、多くの援助機関による給水施設がいろいろな状況で存在しており、

その現況や経緯から重要な情報と示唆が得られる。 

開発調査：  「南部地域水供給計画調査」(1999-2001) 

   「地下水開発計画調査」(1997-1998) 

   「首都圏周辺地域水供給計画調査」(2004-) 

無償資金協力： 「カゲラ州難民居住区周辺地域給水・医療改善計画」（1996-97） 

   「中央高原地域水供給計画」(2002-2004) 

   「リンディ州・ムトワラ州水供給計画」(2003-) 

4．他援助機関の動向、計画の検討 

国連グループが提唱した Water Decade 以来、タンザニア国においては多くのドナーが水供給

プロジェクトを実施してきた。しかしこれらのほとんどは一年、あるいは数年以内に機能不全

に陥っている。そのため、現在各機関が計画･実施中の村落給水計画は失敗例からの教訓を学

んだ上で様々な工夫が施されていると言われている。特に世銀は地方給水プロジェクト(Rural 
Water Supply& Sanitation Project (RWSSP))を現在の 7 州 12 県から、第 2 フェーズとして 38 県に

対して実施しており、これともとに、タンザニア国政府がイニシアティブをとって国家給水プ

ロジェクト(National Rural Water Supply& Sanitation Project (NRWSSP))を策定している。同プロ

ジェクトおよび他ドナーによるプロジェクトでも、「裨益住民が施設建設費の 5%程度を負担す

る」ことがスタンダードとなりつつある。今後の水資源開発分野の方向性、各種プロジェクト

の情報を収集することが必要である。これら他ドナーの動向には十分に留意し、計画内容のレ

ビューや本調査との整合性を図っていく必要がある。 
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